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○
財
務
省
告
示
第
三
百
六
号

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
附
則
第
四
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
法
附
則
第
五
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
企
業
年

金
基
金
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
九
年
八
月
財
務
省
告
示
第
二
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

財
務
大
臣

片
山

さ
つ
き

第
一
号
中
「
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
企
業
年
金
基
金
」
を
「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
企
業
年
金
基
金
」
に
改
め
、
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
東

京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
二
番
二
号
」
を
「
東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
三
丁
目
六
番
二
号
」
に
改
め
る
。

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
附
則
第
四

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
企
業
年
金
基
金
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件


